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はじめに

ご紹介を賜りました全国ビルメンテナンス協会の堀口と申します。私も協会の事務局員として
40年弱程、事務方としてビルメンテナンス協会の中で仕事をしてまいりました。その間に、当振興
会と大変密接なつながりがあった時期がございます。丁度、院内清掃業務のサービスマーク制度が
立ち上がったときで、平成6年（平成6年9月29日：第1回認定審査）だったと記憶しております。そ
のときに直接の担当者として、その2年程前から、サービスマークのチェックリストの原型を当振
興会の事務局の方と一生懸命検討した覚えがございます。もう一つ、私どもの協会の事業として、
院内清掃業務の受託責任者講習会を長い間続けてきております。毎年、講習会を行っておりまして、
もう20年近く続けております。毎年1,000名を超える方たちにその講習を受けていただいておりま
す。同講習会の立ち上げと同時に第1回サービスマークの認定が重なり、大あわてでテキスト作り
などを対応した思い出がございます。
初代のテキスト作成委員会の委員長を当振興会の野﨑理事長にお勤めいただきました。今お伝
えしたようなことから、20何年間に渡って、私自身も大変お世話になってきております。
本日の講演テーマは院内清掃業務と直接は関係しませんが、このような場所で講演をさせてい
ただくことを誠に光栄に存じます。毎月の月例セミナーの講演録を拝見しますと、大変ご高名な先
生方が様々な角度からお話をされておりますが、私は現場でキャリアを積んできた人間です。その
為、ご高名な先生方とお同じようなレベルの話にはならないと思われます。私どもの協会が、本日
の講演テーマについていろいろな模索をしてきた現場の状況と、国の制度に対して一つの業態と
して現実にどのように取り組んできたのかというような話を、現場からの報告のような形になり
ますが、お時間を頂戴してお話をさせていただければと考えております。
私どもも、本日お話しする取り組みを業界内外の方々に、ご理解いただくことが必要と考えてお
ります。まず、私どもの協会の会員企業を中心とするビルメンテナンス企業の方にもわかっていた
だきたいです。また、私どもの業界の先にいらっしゃるユーザー、例えば、当振興会でいうならば
医療機関の方々が、お得意先にはたくさんいらっしゃいます。そういった方々にも私どもの協会が
取り組んできた内容について、十分にご理解いただきたいと願っております。本日の講演にあたっ
て振興会の事務局の方から、外国人技能実習制度についてのお話をしてくださいという趣旨で依
頼されました。実は、私どもの業界では今非常に人手不足です。この雇用難は、日本のあらゆる業
態でも同じだと思われます。その雇用難に関して、この実習制度がどう結びついていくのかという
ようなことを話していただけませんかというご依頼でした。講演をお受けするときにしばらく考
えさせていただきました。外国人技能実習制度の話をこれからしていきますが、これは必ずしも雇
用ということに直接的に結びつくものではないと考えております。ご承知のように発展途上国、開
発途上国の経済の振興や発展に関して、それを担う人材をいかに育成するのかということが実習
制度の根幹になっております。あくまでも技術移転というようなことを中心にしております為、私
が今日お伝えする内容が直接的に雇用に結びつくということではない部分がございます。その為、
歯に物が詰まったような言い方ではございますが、講演のタイトルを「ビルクリーニング職種によ
る良質な人材育成の試み」というふうにさせていただきました。本日お話しする内容は、決して完
成形でもありませんし、これから日々進めていかなければならないことでありますが、人材育成と
いうところに視点を置いてお話をさせていただければと考えております。
それでは、お手元の資料に従って、講演に入らせていただきます。
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ビルメンテナンス業務体系（関連資格）
まず、今回の職種
認定についてです。
私どもは、ビルメン
テナンスを行ってい
る団体でございま
す。そうすると、「良
かったですね。ビル
メンテナンスで職種
認定を受けられたの
ですね。」というふう
に言われます。ただ、
これは少し違ってお
ります。ビルメンテ
ナンスの業務をご理
解いただくときには、資料1に記載しているような業務体系でご説明をします。この中の環境衛生
管理業務の中の清掃管理業務の中に、建築物内部清掃と建築物外部清掃がございまして、ここの部
分に関して職種認定を受けたというふうにご理解ください。また、もう一つ私どもの大きな柱であ
ります設備管理業務がございます。こちらにつきましても、当初、職種認定の検討をしようかとい
うふうになっておりました。しかし、様々な理由から、最終的には清掃管理業務についてだけで、
検討がスタートしました。（資料1）

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
次に、私どもの協会の概要

について少し説明させていた
だきます。平成28年8月末の時
点で2,781社の正会員がおり、
全国にいらっしゃる会員をベー
スにしています。また、47都道
府県にビルメンテナンス協会
があり、正会員はそれぞれの
都道府県の協会に加盟してお
り、連携会員という形で都道
府県と全国協会が結びついて
おります。年間の予算と致し
ましては、平成27年度で大体10億円弱の事業を行っております。
主な事業内容としては、資料2に（1）から（6）まで書かれております。今日ご説明をするところは、

（5）に記載の「ビルクリーニング及びビル設備管理に関する技能検定」に関わっており、特に、ビル
クリーニングの技能検定制度を基盤に実習制度が成り立っております。
また、この普及啓発や研修事業の中で、冒頭にてお伝えした病院清掃の受託責任者講習会という
ような事業を進めさせていただいております。もう一方で、私どものビルメンテナンス事業の根幹
になる法律が事業内容の（2）に記載しております一般の通称では建築物衛生法です。正式な名称は、
昭和45年にできた「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」です。この法律に基づいて、

資料 1

資料 2
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私どもの業界の従事者研修、事業者に対する指導をするという教育的基盤のベースが存在してお
ります。今、事業内容の（2）と（5）について特にお伝えしたのは、外国人実習制度を作り上げるとき
にこれが密接につながってくるからです。
協会そのものとしては、資料2の沿革に書いております通り昭和41年に設立しております。設立
当時は、13協会225会員からスタート致しまして、現状が47協会2,781会員でございます。社団法人
になったのが昭和41年で、協会事業は今年で丁度50周年という節目を迎えました。昭和57年から当
時の労働省から委託を受けて、先ほどお伝えした技能検定を私どもの団体が進めてきております。
その間、技能検定そのものは基本的に国が行うのですが、平成13年に法律改正がございまして、私
どもが指定機関として厚生労働省から指定認定を受けております。多くの試験につきましては中
央職業能力開発協会が試験を行いますが、私どものビルクリーニング、ビル設備管理を含めて、10
数種の職種について指定機関の認定を受けてそれぞれの団体のほうで実施しているという経過が
ございます。（資料2）

業界の売上と事業場数の推移
もう一つ、事業場
数と会員数の推移の
グラフが資料3の右
側のグラフです。こ
のグラフの中ほどに
あります平成12年度
に3,337という数字が
出ております。私ど
もの会員数が一番頂
点に達したのはこの
ときです。右肩上が
りでずっと会員数が
上がってきまして平
成12年度に頂点で、
それから下がって、今、少しなだらかになっておりますが、会員数は減ってきています。
また、ビルメンテナンス業は労災保険の適用事業場になっておりまして、国が発表した事業場数
が棒グラフです。一番左の昭和46年度は、私どもの会員が706、事業場数は1,772からスタートして
おります。今、平成26年度の段階では、事業場数は22,294で、そのうちの2,791が私どもの会員であ
るということです。私どもの協会しか日本にはありませんが、組織率は10％を超えるといったとこ
ろでございます。ただ、大きな企業はほとんど加盟をされておりまして、多くの事業場がご家族で
やられている小規模の事業場がカウントされていると考えております。統計数字は資料3の右側の
記載通りでございます。
資料3の左側のグラフは業界の総売上げです。こちらも、頂点が平成20年ごろに一回ありまし
て、ガクッと落ちまして、また今少し復活しているように思われます。売上げの単位が「億」でござ
いまして、平成26年は3兆7,156億円という推計数字を出しております。この数字の基礎になりま
すのは私どもの会員の実態調査から推計しております。業界としては、今ご説明したような状態で
あるということです。（資料3）

資料 3
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建築物衛生法と事業登録
先ほどお伝えした

通り、建築物衛生法
という根幹になる法
律がございます。こ
の法律の趣旨として
は、例えば、本日の
会場のように不特定
多数の方々が利用す
る建築物の室内環
境を一定のレベルに
保つことです。特に、
資料4に記載があり
ますように、空気調
和、給排水、清掃、
ねずみ等の防除についての建築物環境衛生管理基準を定めております。その基準に従って維持管
理することをビルメンテナンス事業者ではなく、建築物の所有者（ビルオーナー）に義務付けた法
律です。あくまでも、ビルオーナーに対する法律でありまして、ビルオーナーが自らの責任で、維
持管理をする方を雇い入れてやれば、勿論それで良いのです。しかし、中々そういうわけにはいき
ません。その為、私どもの業界がオーナーからお仕事を受けていく中で、この法律の中に、誰が担
い手になるのかという制度がございます。これは、昭和55年、法律が出てきた10年後にできあがっ
た制度です。法律の施行は平成56年からです。
資料4に記載があります通り、事業者としての資質向上を目的として一定の基準、これは人的な
基準と作業をしたりするときの資機材を備える物的な基準、もう一つ質的な基準というものもあ
りますが、人的基準と物的基準を満たした事業者は、各都道府県知事の登録を受けることができる
という制度です。受けなければならないという制度ではなく、受けることができるという制度です。
登録事業者としては、資料4に記載があります通り、1号から8号まで種類がありまして、それぞ
れこういう仕事をしますという職種があります。特に1号、これが建築物の清掃をするというよう
な事業者の登録制度になっております。2号が空気環境の測定です。3号が空気調和用ダクトの清掃、
4号は飲料水の水質検査、5号は貯水槽の清掃です。また、6号は排水管の清掃です。7号は、ねずみ
昆虫等の防除です。8号というのが、今ご説明した1号と2号、4号を一緒にするということで、環境
衛生総合管理業という名称で呼んでいます。
何がこれからご説明することに絡んでくるのかと言いますと、1号登録と8号登録です。ビルメン
テナンスをしておりますあらゆる事業者のなかでも、外国人実習生の受け入れができるのは、少な
くともこの1号か8号の事業登録を持っている事業者にやってほしいという制度設計になっており
ます。8号登録を受けている事業者が今1,400社位の事業体があると思われます。医療関連サービス
マークの認定を受けている院内清掃の方も1,400名位の事業者（平成28年6月1日付：1,489事業者）
だったように思われます。（資料4）

資料 4
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ビルクリーニング（建物清掃管理業務）の対象
我々の業界では当たり前な

のですが、一般の方が思われ
る素朴な疑問として、清掃業
務の技術が本当にあるのかと
いうこと、特に、こういう技能
実習制度を作り上げたときに、
本当に技能実習生の清掃の技
術の評価ができるものなのか
どうかということを証明しな
ければなりません。それにつ
いて今からご説明致します。
まず、私どもが一般的にビ
ルクリーニングの清掃の対象とする場所や汚れなどについて頭の中を整理する際に、常に資料5に
記載の内容をベースに置いております。まず、汚れの質（量）の違いによって、資料5に記載のよう
に内容が変わります。また、同じ建物は恐らくないと思われます。同じような形に設計をされてい
ても、使われ方によっても違う為、当然、場所・材質等による違いも出てきます。そして、作業頻
度や建物用途、例えば、日比谷図書文化館のこのホールと皆さんが日常勤務されるような事務所ビ
ルでも全く違います。そういったところも併せ持って、状況に応じて適切な物の選択をし、効率的
な成果を上げる技能が必要とされるというふうなことを念頭に置いてまいりました。（資料5）

ビルクリーニングの目的と技能検定の開始
もう一つ、先ほどご説明した
建築物衛生法の中でビルク
リーニングの目的が定められ
ています。
一つ目として、清掃の技術
基準を作りなさいという定め
があります。技術基準の中に、
ビルクリーニングの目的とし
て、誰にでもわかるのが美観
性です。要するに、汚れてい
ないというところです。当然、
そのバックには衛生性の話が
あります。特に、今日お集まりの皆さん方が従事する病院ということを考えますと、この衛生性の
問題というのは非常に大きいです。作業を伴います為、人がいらっしゃるときに、作業者自らだけ
ではなく、例えば、病院を例にとれば、外来の方、入院されている方、従事されている医師や看護
師もいる中で、安全な作業はどうするのかという安全性もあります。もう一つは、オーナーからお
預かりした大事な建物である為、そこにある仕上材、要するに建築物に備わっている物を絶対に痛
めてはなりません。勿論、経年的な劣化はあるにしても、それをいかに緩やかにし、クリーニング
をお受けしたときの状態のままに持っていけるかという保全性の問題もあります。この四つの要
素を基本に置いてビルクリーニングの仕事をするということをベースにしております。
建築物衛生法ができたのは昭和45年ですが、この目的を達成するということをベースにしなが

資料 6

資料 5
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ら、そこに従事する方の技能を向上させること、かつ、全国的な平準化をはかる為、そこで働く方
の職業訓練をするということで、昭和50年に認定職業訓練に建築物の衛生管理科が加えられ、ビル
クリーニングの職業訓練が開始されました。それが発展形になり、昭和57年に国家検定として認め
られたという経過がございます。（資料6）

ビルクリーニング技能検定（単一等級）の略歴
技能検定の経過をさらに詳
細に表しますと、今私がご説
明したことをする為に、私ど
も全国協会が、その訓練を行
う為の財団を創りました。そ
の財団が建築物管理訓練セン
ターというところで、そこが
労働省の認定職業訓練「建築
物衛生管理科」を開講したの
が、昭和50年です。それから2
年を経て、国家検定ではなく、
訓練センターが自ら作った学
習する制度として技能審査を始め、その先の国家検定を目指す為の準備に、ビルクリーニング技士
というものを私どもの業界の中で作りました。そして、それから5年経った昭和57年に、技能検定
職種としてビルクリーニング技能士が認定され、全国協会がその試験指定機関として労働省から
受託を受けました。このときには、事業をする為の補助金をいただいておりました。そして、その
翌年の昭和58年3月に、ビルクリーニング技能士2,031名が誕生しました。
このビルクリーニング技能検定制度の誕生が、実習制度のベースとなっております。ただ、一つ
だけ、今度の実習制度を作り上げるときに問題となることがありました。通常の技能士制度という
のは、1級、2級というように複数等級を作ります。その中で、このビルクリーニング技能士も1級、
2級ということでスタートしたかったのですが、ビルクリーニングの試験の内容を検討する中で、
複数にするというのは中々難しいということになりました。それよりも、単一等級でも良い為、と
にかく国家検定を持った私どもの業界の資格者を作り出したいということで進められました。
一旦、単一等級になった技能士という制度を日本の中で複数等級に拡大するということは、今ま
で例がありません。そして、資料7の最後に記載の平成27年5月に厚生労働省に対して複数等級化
の書類を申請するに至るまでの間、実際に話が出てから十数年間、業界の悲願として、複数等級に
してステップアップできるような資格者を作っていただきたいというお話をしながらも中々進め
られなかったという経過がございます。ただ、ビルクリーニング技能士のベースがあったが故に、
今の制度ができあがったということもございます。今、合格者が53,000人を超えております。（資料7）

資料 7
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受検者（申請者・合格者）の経年推移
資料8は経年別に

見た受検者のグラフ
です。基本的には、
合格者の経年推移
は資料に記載のよう
な形になっておりま
す。やはりスタート
したときの合格率は
高いです。それなり
に目指す方がいて、
それが少しずつ下
がっていますが、大
体合格率は50％を
少し超える位のと
ころで推移しております。これだけの人数を輩出してきた歴史、経過、実施体制、それがどうして
も必要であるということではあります。（資料8）

ビルクリーニング技能検定の実施体制
次は、ビルクリーニング技能
検定の実施体制についてで
す。資料9に記載のように、担
当の委員会が大きな方針を決
め、勿論、厚生労働省との折
衝もここがします。そして、国
家検定ですから当然試験問題
を作ります。また、技能検定
の試験がございます為、技能
検定委員会というのを置いて
います。今、全国で約150名の
方が技能検定委員として携
わっていただいております。ほとんどが企業に所属されている方、企業を卒業された方に担ってい
ただいており、それが故にコンプライアンスが非常に大事であります。その為、技能検定に関する
水準調整等に関しては厳密にさせていただいております。
今ご説明したような形で体制を整えてきておりますが、後ほどご説明します単一等級から複数
等級に移るということは、試験の種類が増え、その受検者も増えるということで、この体制そのも
のを今後どうしていくのかということは、直近の課題でございます。（資料9）

資料 9

資料 8

月
例
セ
ミ
ナ
ー
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堀
口
講
師
）
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単一等級から複数等級へ
先ほどご説明した
複数等級に向かって
理屈を作らなければ
ならないということ
で、資料10にありま
すように、1番から6
番まで考えておりま
す。7番目に関しては
少し外国人が絡ん
できております。
これはあくまでも
理屈である為、それ
が現実的にどうであ
るかというところは
ありますが、まず、1番目としては、汚れが変化してきているということです。それは、私どもが生
活をしている中でいろいろなことが多様化している為、汚れが非常に変わってきており、それに技
術的な対応をしなければならないということです。
2番目は、清掃対象の建築物そのものが変化しているというところです。勿論、床材等も変化し
ていますが、例えば、トイレも今は温水洗浄便座が設置されており、これはもう家電なのです。単
に陶器の部分をきれいにするというだけではなく、ノズルの部分等も製品としての性能を損なわ
ない形できちんと掃除をしなければならないということがあります。
3番目は、ビルクリーニング技法（清掃方法）の変化です。非常に複雑でいろいろなことがある為
一概には言えませんが、施設毎に24時間365日稼働するというようなことがある為、そのような施
設に対する対応を図らなければならないということです。
4番目は、資機材の変化です。建築物に合わせて、当然いろいろな資機材が変化してまいります為、
それに対する対応をどうするのかといったところが非常に重視されるというところです。
5番目は、労働環境の変化です。私どものビルクリーニングだけを見ますと、従事されている方
の多くが高齢者の方、女性のパートの方でその方たちが中心となってビルクリーニングをされて
おります。但し、私どもの業態は多くのいろいろな方が従事されるということも含めて、障がい者
の方も私どもの業態に従事する大事な方たちである為、その方たちの労働環境をいかに整えてい
けるかということも大きな課題です。障がい者の方については、後ほどまたご説明致します。
6番目として、社会や環境の変化ということもございます。いろいろな法律が変わってまいりま
す。特に、グリーン購入法やCO2の削減が国の大きなテーマになっています。そういったものに関
しても、法律が清掃に絡んできています。また、資料10に記載の品確法というのは、昨年、国土交
通省がお出しになった公共建築物の工事に関する法律です。安ければ良いということではなく、工
事を発注するときに一定の品質を保って発注するということで作られた法律です。ビルメンテナ
ンスとは直接的に関係はないのですが、この法律は全省庁に関係する法律でございまして、それぞ
れの省庁は、この品確法に関係するものに関しては独自にガイドラインを作って良いという仕組
みを組み込まれております。品確法の本体にある趣旨は、発注をするときには価格だけでなく技術
力を見なさいということ、また、技術力を高める為にどのような評価をするのか、現状の金額を中
心にしたものではなく、例えば、総合評価方式の中でその企業が質的向上に対してどれだけ努力を
してきているのかというようなことを見てくださいというような法律です。

資料 10
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7番目として、他国からのビルクリーニング技能に対する要望というものがございます。私ども
の協会が世界連盟を持っておりまして、世界の20数か国と定期的に集まりを持っております。勿論、
アメリカ、イギリスといった先進国もありますが、その中でアジアの国々でアジア連盟というもの
を持っております。基本的には、日本を含めて韓国、台湾、中国を中心にしてきておりますが、ベ
トナム、モンゴル、インドネシア、シンガポールといったところにも入っていただいています。そ
ういった国々のいくつかが、実習制度の開発途上国に当たっております。協会の中に連盟を作り、
お互いに協会同士で業を高めていこうという試みが、今同時にスタートしております。そこにも、
この実習制度が乗っかってきたところがございます。（資料10）

諸外国からの要望
今ご説明したよう

な形で、厚生労働省
の方とお話をしてま
いりました。外国人
の実習制度を全国
協会が取り組むので
あるならば、少なく
とも3か国位から要
望をもらってきてほ
しいというようなお
話がございました。
そこで、すかさず要
望を送ってきてくれ
たのが、連盟に加盟
している国です。その国の協会が動いて、資料11に記載の諸外国から、ぜひ日本に外国人の実習制
度を導入してほしいという要望書をいただきました。（資料11）

資料 11
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ビルクリーニング職種認定の経緯
ここからは、検定の話も含
めて具体的にどうやって進ん
できたのかについてご説明致
します。
実際のスタートは2014年（平
成26年）1月です。少し協会の
話とは別になりますが、私ど
もは業界団体である為、政治
家の方との懇談の場も持って
おります。その懇談会の朝食
会の場で複数等級化を目指し
ているという話をした際に、
複数等級化の話が外国人実習制度と結びつくとはその時点では思っていませんでしたが、一応外
国人実習制度のお話をしました。この懇談会のメンバーは10名位の議員でして、私どものお話を聞
いていただきました。そこから1週間位後に、厚生労働省に呼ばれ、担当の課長から「本気でやりま
すか。」というお話をいただきました。「やります。」と即答致しまして、実は、ここからスタート致
しました。そして、2014年3月には、協会の中に専門委員会を設置して検討を開始しました。この時
点では、実は実習生の話だけではなく、先ほどご説明した検定の複数等級化の話もしました。検定
の単一等級から複数等級化の話について、厚生労働省の担当課長からの「今までやったことがない
為できるかどうか分からないが、やりますか。」というお話でありました。（資料12）

今ご説明したように、ワー
キンググループを作り、ビル
クとビル設の両方についてま
ず検討してみようということ
で、検討を開始しました。そ
のときには、1級、2級、3級、
随時3級、基礎1級、基礎2級
という6等級を構成しました。
1級、2級、3級が国内向けです。
国内の今までの単一等級は1
級にして、その下に2級、3級
を作って階級を作るという形
にしました。また、外国人に対応しているのが随時3級、基礎1級、基礎2級ということで、これは、
国内の制度の変更と外国人のものとは別物であるという認識でスタート致しました。
また、ビル設備は、設備の基準が国間で大変異なるということで、最終的に試験や実習の内容を
設定するときに設定が非常に難しいという判断で、一応見送ることに致しました。
ビルクリーニングに関してはいろいろな検討を委員会の中でして、第1回のトライアルを行いま
した。「こういう内容でどうでしょうか。」ということで、当時の担当課長に立ち会っていただいて
試験を行い、「これならばいけますね。」ということで、2014年3月から2015年2月のほぼ1年をかけ
て検討をしてまいりました。最終的には、2015年5月に厚生労働大臣宛に申請を出しました。私ど
もとしては、これでもう終了と思っておりました。

資料 13

資料 12



12
振興会通信 Vol.144  December  2016

ところが、技能検定のほうに関してはこれで良かったのですが、国の制度のそのものが変わりま
した。JITCOが入国管理局に代わってあらゆる実習生の入国に関するチェックをする機関です。
今までは、検定が了解ということになると、各企業が実習や試験をできる為の内容の検討会を
JITCOのほうで作っていただくという流れでした。ご存じのように、今、実習制度そのものの法律
改正が行われております。今は実習期間が最長3年で、建設に関しては特例で5年まで伸びており
ますが、これを特定の職種は5年まで伸ばすという制度変更が国会に上程されています。まだ継続
の審議になっております。この制度そのものについては、実習生が入ってきても3年間いないうち
に、残念ながらどこかに行ってしまった、というような話のほうがよく新聞に出てまいります。そ
ういう状況を鑑みて、JITCOを中心にしている今の体制からもう一つ別の組織を作って、これか
らご説明する管理組合という実習生のいろいろな面倒をみていただける組織体をきちんと見なが
ら、実習生が3年間いられるような体制づくりをするという目的で、国のほうもいろいろな変更を
されております。
厚生労働省内に職種認定のための専門家会議が設置されました。学識経験者やいろいろな組織
団体、労働者のほうの団体の方等、いろいろな方が入って専門家会議が組織されており、最終的に
ここの了解を得なければ承認されないというシステムに、私どもの職種認定から変わりました。
私どもと一緒に職種認定をされたところがもう一つございまして、自動車整備も職種認定を受
けましたが、相当厳しくやられました。普通は、専門家会議というのは1回やって、あともう 1回
やって調整して終わるのですが、私どもは3回やることになりました。専門家会議を最初に開いて
いただいたのが2015年11月です。そこで、3級のところがどういうレベルであるかといったとこ
ろを徹底的にチェックされました。当時、随時3級と3級は一緒でよろしいということに国の仕組
みが変わっておりました。その為、私どもの最終形は、1級、2級、3級、基礎1級、基礎2級の5等級
になりました。この3級について徹底的に議論をされました。専門家会議のたびにトライアルをし
て、試験内容についてのチェックを受けました。資料13にありますように、専門家会議を開いてト
ライアル、そして、もう1回専門家会議を開いてトライアルということで、2016年の2月にかけて大
変な日々と言いましょうか、毎日毎日宿題が出て「ここを直せ。」というようなことの繰り返しがご
ざいました。（資料13）

職種認定にあたっての課題
検討課題としては、資料14
にありますように、等級別技
能の設置ということがござい
ます。等級（レベル）に応じた
技能（作業）が本当にあるか否
かということです。
また、3級のレベルをどこに
位置付けるのかということで
す。これは、国内ではスター
トになる級です。外国人の方
にとってみれば、帰国する直
前に受ける級ということで、
国に戻られてどういう形で仕事をするのかということになります。以前のように随時3級と国内の
3級に別れていれば、双方が全く違う状態でも良かったのですが、国の制度として一緒にするとい
うことである為、これを一緒にするというのはかなり至難の業です。国内のレベルを落とせば外国

資料 14

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
堀
口
講
師
）



13
振興会通信 Vol.144  December  2016

人の方に合うかも知れないという見方もあります。しかし、そうすると逆に、その状態で外国人の
方が帰国しても良いのかということもあり、国内と外国の3級のレベルを一致させるということ
で、相当な話し合いがございました。
また、それぞれの試験科目についての検討です。試験科目というのは最後の結果なのですが、実
習生の立場に立ってみると、1年間の中で実作業の中からどういうことを学ぶのかといったところ
を、私どものほうで作り上げなければなりません。そして、私どもが作り上げたモデルをベースに
しながら、各企業がオリジナリティを組み込んでいくというのが実習生の制度です。その内容をど
うするのかについて検討してきたところが、一番大変でした。
また、できる事業者は誰なのか、どういう要件を持っていたらできるのか、誰でも良いのかとい
うことに関しては、いろいろなご意見をいただきながら、1号と8号の登録事業者であればきちん
とやっていただけるということでこう致しました。
また、住宅はどうなのかという話がありました。実は、技能検定の中にハウスクリーニングとい
う検定もございます。しかし、住宅については対象としないという結論に至りました。また、後で
出てまいりますホテルの中の清掃やベッドメイク作業もあります。これは、私どもの業界の中では
お部屋の清掃をするときに、客室整備としてアメニティの交換をしながらベッドメイクをすると
いうのは大きな仕事です。特に若い実習生にはぜひともこれをお願いしたいという事業者の要望
はありましたが、先ほどの専門家会議で反対にあってこれが実習制度の中から抜けております。現
行の実習制度の中で、ホテルのベッドメイク作業に関しては実習生の方にやらせてはいけないと
いう形になっています。専門家のご意見である為それはそれでお受けせざるを得なかったわけで
すが、これからまた見直し等をするときにはぜひとも継続の一連の事業の中で、作業としてあると
いうことで認めていただきたいという要望を今でも継続して出させていただいております。

（資料14）

ビルクリーニングの作業区分
次に、ビルクリーニングの作
業区分についてです。資料15
は、専門家会議でもお出しし
た資料です。私どものビルク
リーニングの作業としては、日
常清掃作業、定期清掃作業、そ
れの間にある中間清掃作業、
特殊な臨時清掃作業の4分類が
あります。各分類の内容や作
業概要、いくつかの等級の中
でこれ以上であればこの部分
はクリアできるというような
ことについて整理を致しました。この内容の1点1点について、そうなのかそうでないのかというこ
とを説明するという地道な作業を行いました。今まで職種認定を受けた業種のほとんどが製造業
で、工場等で作業をされているところでした。例えば、旋盤等であればどの位細かいか、例えばミ
クロン単位で削ることができるというように数値で表して、「出来上がりの製品はこうです。」とい
うようにすると技能の等級レベルの説明がしやすいのです。今までの職種はほとんどが製造業で、
私どもの業種のようなサービス業として、我々の役務提供でお出ししたサービスの対価として仕
事の成果が出てくるというものはほとんどなかった為、厚生労働省も相当慎重でした。（資料15）

資料 15
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ビルクリーニングの等級別技能レベル
最終的に資料16の

ような形にまとまり
ました。先ほどもご
説明しましたように
基礎1級と3級の間に
随時3級があったり
もしました。枠線で
囲った3級の内容が
一番徹底的にやら
れたところです。私
どもが最初に作っ
た案としては、技能
実習生が1年目、2年
目、3年目で国に帰る
という過程の中で、どちらかというと基礎的なところから始める為、我々としてはなだらかに技術
を上げたいというような意識を持っていました。しかし、いろいろなご意見をいただいて、なだら
かな曲線ではなくて年々きちんと段階を踏んで上がってほしいという要望がありました。それは、
国内ヴァージョンと外国人の方が一緒になったからであります。最終形は、資料16のような形にな
りました。
基礎2級というのは、外国人の方にしてみますと1年目です。入国して1年間の間に基礎2級の個
所に記載のようなことをベースとした実務作業をしていただくということで、「基本的な業務を遂
行する為に必要な基礎的な技能及び知識」を持つことという技能レベルに致しました。基礎1級は、
「基本的な業務を遂行するために」という技能レベルは基礎2級と一緒です。但し、「必要な技能及
び知識」ということで、基礎2級の「基礎的な」というところが1年後にはアップしているというこ
とです。最終の3年目になったときには、「初級技能者が通常有すべき技能及び知識」を持っている
ということで、これは国内の方と外国人の方は一緒です。但し、修得期間の目安の欄に括弧書きに
してありますのが、言葉も含めて日本の方が通常修得するのにかかる期間です。例えば、基礎2級
であれば、日本人の方は通常2か月もあれば修得できるレベルということです。6か月から1年経て
ば基礎1級になれますということです。国内の方であれば、1～2年すれば3級は十分ですというよ
うな形で、2級は2年から5年、1級は5年以上ということにしています。修得期間については、日本
の方と外国人で明確に違いがあるということです。
専門家会議のメンバーの方にも、外国、特にベトナムを例に挙げてお話をさせていただきました。
日本の場合は、小学校のとき、もっと小さい頃からかもしれませんが、家庭で清掃をすることを当
たり前のようにしつけられています。しかし、ベトナムの方はそうでないという現実を踏まえます
と、基礎的な部分を相当じっくりやらなければ、役務提供をする仕事である為、ある一定のレベル
でやる為には基礎的な部分が非常に大事であるだろうということで、組み込んでおります。但し、
3年目を迎えて一人前になって帰っていただくということも大事である為、調整をさせていただき
ました。このような流れをを作り上げるところが一番難しかったというふうに感じます。
本日は、院内清掃をされている方、普通のビルメンテナンスまたはビルクリーニングをされてい
る方もたくさん参加されております。ご自身の会社で実習生の方を迎えたいとお考えになる方も
いらっしゃるでしょう。試験課題を資料16の一番下に書いております。基礎2級は、今の国の制度上、
絶対に受けていただかなければならない試験である為、器具の使い方といったところで集約をさ

資料 16

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
堀
口
講
師
）
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せていただいております。それが2年目に至ったときには、弾性床事務室の清掃作業や繊維系床の
会議室の清掃作業を試験課題にしましょうということで、一応検討しております。3級に至ったと
きには、弾性床材のドライバフ作業、ガラス面洗浄作業、トイレ日常清掃作業をして、ここのとこ
ろで最も検討したのは、後ほども出てきますポリッシャーをこの課題の中に入れるかどうかでし
た。従来のゆるやかな曲線で技術を上げるという考え方では、このポリッシャーを随時3級から除
いていたのですが、最終的には3級でポリッシャーをやっていただくということにしました。

（資料16）

2号移行対象職種への追加
結果として2号移行対象職
種になりましたのが、平成28
年4月1日の官報で発表されま
した。これによってビルクリー
ニング職種（ビルクリーニング
作業）が2号移行対象職種に追
加されました。本年の4月1日
を以て認定をされました。

（資料17）

外国人技能実習制度概要
ここから数枚のスライドで
は先ほどの技能検定から少し
頭を切り替えていただいて、
外国人技能実習制度について
のご説明を少しさせていただ
きます。今の話の流れで、資
料18に記載の送り出し国を仮
にベトナムとさせていただき
ます。
まず、日本の中で実習生を
入れたいというビルメンテナ
ンス企業があったとします。
JITCOの登録でいくと2,100いくつの組合があり、この組合がいろいろな職種の実習生を受け入れ
るお仕事をされています。実習生がほしい企業は、まず、任意の監理団体（組合）に会員登録をしな
ければなりません。会員になってこの監理団体にある一定の料金を払って、実習生の受け入れの仕
事の代行を頼まなければなりません。これが、今の日本の中でのシステムになっています。これが
資料18に記載の2のほうの「団体監理型」です。
監理団体は、実習生受け入れの希望があると、入国管理局への申請書を作ります。勿論、企業と
書類を作る際のやり取りは行います。監理団体は、相手国であるベトナムに無数にある送り出し機
関と今までのいろいろな実績を積みながらやり取りをしているというふうに考えてください。次

資料 17

資料 18
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に、監理団体はベトナムの送り出し機関に実習生の要望を出します。送り出し機関では常に実習生
を募集しています。例えば、「自動車整備やビルクリーニングが職種認定になったのでやってみま
すか。」ということで募集をかけます。その募集に対して実習生の方が応募して送り出し機関に所
属をし、すぐに日本にビルクリーニングの実習に行きたいということになると、送り出し機関の日
本語科に入って勉強を致します。少なくとも5か月間は勉強してもらうということになります。そ
して、勉強している間に実習生を選びます。選ぶのは送り出し機関ではなく、受け入れ先の企業が
現地に面接に行って実習生候補の方に会います。
事業規模によって受け入れられる実習生の人数が決まっております。例えば、常勤で雇用してい
る方が50人以下の場合は、1年間に受け入れ可能な実習生は3人以内という法律の定めがあります。
常勤の方が301人以上いらっしゃれば、常勤職員の20分の1という割合で実習生を入れることがで
きます。お間違えにならないようにしていただきたいのは、これは1年間に入れられる実習生の人
数だということです。実習生は3年間滞在できる為、最初の年に3人入れてまた次の年も3人入れる
と考えると、常時9人は実習生を置けるというふうにお考えください。企業の方が実習生候補の方
に面接をします。面接をする際には、普通は3人採用するときには10倍位の方と面接をするという
ふうに聞いております。その面接で条件に適う方を決めます。そして、採用が決まった方は、自分
が行く企業がわかった状態で勉強を続けながら入国の手続きに入っていきます。
企業としては、資料18に記載の入国管理局に提出する書類が必要になりまして、一番大事なのは
2番目の書類です。実習生が入って3年間の技能実習計画書を作らなければなりません。この技能
実習計画書というのが、私どもが検討した先ほどの資料16の表の内容です。資料16の表の内容を組
み込んで、企業できちんとした計画を立てるということが一番大きな仕事であろうと考えており
ます。（資料18）

外国人技能実習生関連スケジュール
流れとしては先ほどご説明
したように、面接をして現地
訓練として日本語等の訓練を
致します。ビルクリーニング
に関しては、技能実習生の現
地訓練として日本の清掃用具
を使って日本の講師による講
習をできるだけして、なるべ
く国内に入っていただくとい
うフレームを全国協会のほう
は、試みの中で少し検討させ
ていただいております。
次に、入国をします。すぐに配属されるわけではなく、実習生は1か月間研修を受ける義務があ
ります。これは完全に義務でありまして、ここがかなりポイントになってきます。これは、実務教
育というよりも、日本での生活の仕方を学ぶということです。例えば、銀行に行ったらこうする、
買い物に行ったときにコンビニではこうする、交通ルールはこうですよといったことも含めて、い
ろいろな社会的な教育をしなければならないということで決められております。これについても、
今私どもで検討していることがございます。私どもが把握しております人数として53名の方が、面
接を終わって9月中旬以降に入国してきます。入国してきたときに1か月間の研修を受ける場所も
用意しておりまして、滋賀県の琵琶湖に施設を作っており、そこに入っていただきます。その施設

資料 19
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で1か月間勉強をしていただいて、それぞれの配属先に行っていただくという構想を全国協会のほ
うでは考えております。
そして、現地に配属されて実習生のお仕事が実際に始まります。帰国までのタイムスパンを簡単
に示しますと、資料19に記載のとおりです。一番大事なのは基礎2級の受験で、これは義務となっ
ており、これを通過しなければ、即帰国というふうになるのが 1年目です。最初に入った1年間は、
技能実習1号と呼ばれます。例えば、今年の9月に実習生の方が入りますと1年というのは来年の9
月になります。1年の4分の3経過した月となります為、9か月後位から試験を受けなければ1年目
に到達してしまいます。1年目に到達したときに試験に受かっていなければ、その先がないという
のが今の制度です。
全国ビルメンテナンス協会は、先ほどから検定についてご説明しておりますように、実習生への
対応が仕事ではなく、検定をやることが私どもの大きな仕事です。その為、実習生の方が9か月経っ
て試験を受けるというお話を受けたら、どんな場合でも私どもは試験をやらなければなりません。
たとえ受験者がたったお一人で北海道の方であっても、その方の為に試験をしなければならない
という制度です。先ほど、150名の体制で5万人の合格者を出してきたとご説明しました。150名の
検定委員がいらっしゃいますが、この外国人実習制度が動き出しますと対応ができなくなる可能
性があります。今は、ある一定の個所に受験生を集めて試験をやっておりますが、実際上は、検定
委員が現地に行ってその企業で試験をしなければならないということも、可能性としてございま
す。今、それにも対応できるように考えようとしています。
基礎2級の受験を通過して、2年目、3年目ときて、基礎1級の試験、3級の試験はできているので
すが、義務化はされておりません。これが、日本の実習制度が中々技能と結びつかない一番の弱点
であると私自身は考えております。試験を受けるということは、仕事をしている中でそれだけの時
間を割かなければなりません。基礎2級の資格は持っている為、通過するパスポートは持っていま
すが、1年目が終わって、2年目が終わって試験を受け、3年目で3級を受けて帰りますといったと
きに、試験を中々受けないのです。今、十何万人の方がいろいろな職種で実習に入っていますが、
専門家会議で3級を受ける人はどの位の人数がいるのかという質問が出たときに、厚生労働省から
は100人単位という答えでした。例えば、15万人の人が入ってきて基礎2級は全員受けますが、段々
受ける方がいなくなるということです。その理由としては、外国人技能実習制度そのものの趣旨と
実際に働いてお金を稼ぐといったところの現実との違いが出てきているのではないか、というふ
うに考えております。検定をするということが我々の一番の大事な役割です。その為、できるだけ
外国人実習生の方たちの情報をもって検討を進めていきたいと考えております。きちんと最後ま
でいって、日本でも通用する3級の資格を持って国に帰っていただくということを一番の悲願とし
ております。（資料19）
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外国人技能実習生の受け入れにあたり
また、実習生の受
け入れにあたって
企業で準備しなけ
ればならないもの
と留意点について
も少し整理をさせ
ていただきました。
ただ、資料20に記載
の内容も、今は推測
しながら書いてい
るところです。今年
の9月に初めて実習
生が入ってきて、1
か月後の10月に初め
て配属されるということである為、ほかの業種の例を見ながらまとめたものです。基本的には、日
本語のレベルが大体どの位で入ってくるのかということで、日本語検定の等級に照らし合わせる
と、勿論、留学生の方やそれなりに企業に入られて活躍されている方が2級レベルだとすると、私
自身がいろいろなお話を聞くと、実習生の方は4級のところまで行きつけるかどうかです。数か月
間ですが大変熱心に勉強をされるのですが、日本語検定4級ぐらいのレベルであるとお考えいただ
いたほうが良いように思われます。
また、外国人実習生の方は非常に話し好きと言いましょうか、非常に親近感がわくと言いましょ
うか、そういう人たちが多いです。現場配属までに受け入れ企業において準備するものとしてポイ
ントとなるのが、1番目に記載のものです。技能実習指導員という方を企業として選任しなければ
ならないということになっています。企業の中でベテランの方がいて、それなりの企業であるなら
ばそのような方がいらっしゃると思われます為、そのような方を技能実習指導員として選任しな
ければなりません。また、生活の指導をする方の選任も必要です。監理団体がいろいろな面倒を見
るのですが、やはり企業においても生活指導をするということも考えなければならないというと
ころは必要になってくるのではないかと考えております。（資料20）

資料 20

月
例
セ
ミ
ナ
ー
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技能審査基準（抜粋）
資料21には厚生労
働省のホームページ
よりと記載しており
ますが、実際には私
どもが作ったものが
厚生労働省のホーム
ページに出ておりま
す。技能審査の基準
ということで簡単に
書いております。こ
ちらにも先ほどの資
料16のように細かく
書けば良いのです
が、各企業でこれを
ベースにして実習計画を作り上げていただくということです。審査基準の中に規定があって、先ほ
どご説明したように住居は除きます。また、企業としては、建築物衛生法の1号登録、8号登録の登
録を受けている必要があるということです。そして、実習生に関しては、3段階で1年目、2年目、3
年目ですることをきちんと研修計画の中に盛り込んでくださいということです。安全衛生作業関
しては、絶対に毎年行ってくださいということです。
問題は、資料21の必須作業・関連・周辺作業の個所に記載している（1）・（2）・（3）です。ビルクリー
ニングの仕事をするにあたって、必須作業だけではなく、当然、資機材を整備しなければならない、
或いは、例えば、建物の外部にも関連する作業は何かという規定もあります。これについては、資
料に記載の作業はできるというふうにしています。但し、関連作業を100％やらせてはならず、全
体の作業のうち、50％までにしてくださいということにしています。また、周辺作業もいくつかあ
りまして、資料には植栽や資機材の運搬と書いてあります。周辺作業は30％以下にしてください
というふうになっています。また、資料21には、やってはならない仕事が書かれています。ビル設
備管理作業や施設警備作業、ハウスクリーニング作業、受付業務作業等があります。ビルメンテナ
ンスの領域の中でする仕事としてあるのですが、客室等整備の中の備品交換作業にはベッドメイ
クも含むということで、この作業については駄目ですということになっています。我々としては、
関連する周辺作業として入れてほしいということでずっとお話をしたのですが駄目だということ
で、作業から除かれているということです。（資料21）

資料 21
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外国人技能実習生検定概要
最終的には基礎2
級、基礎1級、3級と
いう形で、資料22に
試験内容が書かれ
ております。これに
沿って検定を行う
ということです。

（資料22）

技能実習1号の必須作業概要
資料23は技能実習

1号の必須作業概要
です。資料にあるよ
うな基本的な資機
材を理解し、例えば、
自在ぼうきを持って
きてと言われたとき
に自在ぼうきという
日本語がしっかり理
解されており、それ
を持ってきて作業が
できるかどうかとい
うお話になっており
ます。（資料23）

資料 22

資料 23

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
堀
口
講
師
）
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技能実習2号（1年目）の必須作業概要
資料24は技能実習
2号の必須作業概要
です。2年目に至っ
たときには、写真に
記載のような仕事を
していただきます。

（資料24）

技能実習2号（2年目）の必須作業概要
資料25が3年目で、
最後の年の必須作
業概要です。写真に
はポリッシャーを回
す場面もあります。
ここまで行けば、指
示に従ってではあり
ますが、建物を傷め
たりしない形での仕
事を一人前にできる
ということを想定し
ています。（資料25）

資料 24

資料 25
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ビルクリーニング外国人技能実習制度事業概要
これが一番お伝
えしたかったとこ
ろで、先ほどご説明
した内容を資料26に
記載しています。私
どもの協会として
は監理団体の仕事
はできません。私ど
もには会員企業が
います為、私どもが
監理団体になって送
り出し機関とのやり
取りをして会員企業
に提供できれば良
いのですが、私どもは実習生の方に試験を行う団体であり、あくまでも試験を行うことに徹すると
いうことです。言葉として適切であるかどうか分かりかねますが、あまたある監理団体の中には技
術的に非常に高い監理団体と、そうではない実習生を本当に入れるだけの監理団体もあるという
お話を聞いております。送り出し機関も同様の部分があり、監理団体の状況等を見極めることも必
要です。また、監理団体の全国的な組織もないということである為、必ずしもそれに沿う必要はあ
りませんが、私どもとしては監理団体のまとめ役をするところを指定させていただいております。
また、送り出し国は協会を持っています。ベトナムにもモンゴルにもインドネシアにもビルメン
テナンス協会があります。この送り出し国の協会と私どもの協会は同じ業をする者同士である為、
密接に話をしています。送り出し国のビルメンテナンス協会が望んでいるのは建築物の維持管理
に関する法律制度の立ち上げです。送り出し国には、日本にあるような建築物に関連する法律がま
だまだないということと、衛生的な部分についても今の日本のような状態にないということを加
味して、法律制度を立ち上げる為にはどうしたら良いのかというようなお話があります。
また、技術移転ということについてのお話があります。送り出し国にもビルクリーニングの事業
者はいるのですが、やはり日本のビルクリーニングの技術をいろいろと学びたいという気持ちを
非常に強くお持ちです。今ご説明したようなことへの協力をしながら、実習制度の中で実習生の方
が技術を学んで日本の国家検定を受けて帰っていただく、特に、基礎2級ではなく3級を受けて帰っ
ていただき、送り出し国の会員企業に帰国した実習生を雇用していただくという事業になってお
ります。帰国された実習生というのは、恐らく普通の従事者と同じ給料での雇用は無理だと思われ
ます。その指導者として、雇用していただくような形を国全体として考えていただくというような
お話をしています。本来の形での技術移転を我々の業界の中でやっていこうということを、勿論、
国の意向はそうなのですが、実際に進めている国はほとんどありません。その為、厚生労働省の方
も、ぜひ積極的に進めてそれなりの成果を出してほしいというお話をいただいております。我々の
協会としては、今ご説明したようなことを真剣に考えながらやっております。一方で、日本の企業
は良質な実習生を受け入れるというシステムを構築できるようなことをぜひやっていきたいと考
えております。（資料26）

資料 26

月
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監理団体との連絡・調整役の必要性
今ご説明したこ
とをもう少し細か
く説明致します。監
理団体はたくさん
あります。同じよう
に、ビルメンテナン
ス協会の会員企業
もたくさんいらっ
しゃり、どこと結び
ついてやっていただ
いても構いません。
これが原則です。資
料27で監理団体か
ら全国協会に矢印が
書いてあるのは、実習生が試験を受けに来るということを意味しています。当然、送り出し機関の方
にもビルメンテナンス協会があって資料に記載のようなやり取りをしています。監理組合がやっ
ても良いのですが、先ほどのスキームに賛同していただければ、資料27の左側に記載しているや
り方の中に調整役が入って、資料27の右側のような形で一緒にやっていきましょうということで
す。監理組合は、年間で大体200名位の実習生を扱うのが限度であるという中で、先ほどご説明し
たように10数万人の実習生がいる為、監理組合がたくさんあるのは当然です。その中で、調整役を
作ってやっていくという形を作り上げていきたいと考えております。資料27に記載しているよう
な形のものができれば良いのですが、実際には、まだ私どもが把握している実習生は50数名です。
惣菜の業界のように、1年間で3,000名位の実習生が入ってくるというような業界もございますが、
私どもの業界はいろいろな問題があってなかなか進められないというところです。（資料27）

ベトナムでのビルクリーニング訓練スタート
資料28にあります

ように、今年の4月
の段階で現地に行っ
て研修を致しまし
た。資料28に記載し
ているような形でス
タートを致しました。
写真にありますよう
に、実習生は、実際
に現地で勉強をして
いる間にスクーリン
グを実施しました。

（資料28）

資料 27

資料 28



24
振興会通信 Vol.144  December  2016

技能実習生費用
企業からは、実習生が入っ
てきた場合に、どの位費用が
かかるのかというお話があり
ます。費用についてはあまり
出さないのですが、今回は例
示ということで資料を見てく
ださい。監理団体にお願いを
して実習をするということに
なると、1年目に一人にかかる
費用としては、まず、実習生
が日本に入国する前にかかる
費用があります。組合に加盟
する為、その費用を会社として組合にお支払いします。また、資料29に記載の法的保護講習講師代
というのは、実習生が入って1か月のときに入管等の方に来ていただいて講習を受けなければなら
ないもので、その費用がかかります。あとは、入国前の費用として、書類作成、技能実習生の保険、
1か月間の集合研修の費用、研修の手当があります。実習生は、実習生ではありますが、働いている
人と捉えると、やはり手当を払ってあげなければならないということで、研修手当も換算されます。
実習生が来るときの飛行機代もみなければなりません。また、現地の教育費用ということで、送り
出し機関に払わなければならない費用があります。（資料29）

また、1年目に、JITCOに支
払う会費があり、これは資本
金の金額によって変わります。
資料30に「当組合」とあるのは、
今回資料に金額を提示してい
ただいた組合ということで、
これは金額が変わる可能性が
あります。資料に記載してい
る組合では月に5,400円がかか
り、年額では64,800円になる
ということです。また、組合の
監理費としては、毎月資料の
記載の金額がかかります。そして、送り出し機関にも管理費を払わなければなりません。また、技
能検定の受験料が必要です。これは、私ども全国協会に払っていただくもので、資料には20,000円
との記載がありますが、最終的に決められたのは18,000円です。
また、資料30に記載しているような手続きに必要な費用があります。問題なのは、月額基本給与
です。資料には1,716,044円となっておりまして、月当たり156,004円ということで、最初の月は研修
手当で60,000円を支払っていますが、それ以外で給与として支払います。給与は基本的には最低賃
金を目安にして計算をします。東京都は、今また最低賃金が上がっていますが、資料に記載の給与
の金額を出したときには、最低賃金が900円ちょっとであったように思われます。ベトナムを例に
出すと、ハノイ市近郊で勤めている場合と比較すると、高い給与水準となります。普通のサラリー
マンで20,000円ぐらいになっているように思われます。但し、郊外に行くとその金額の半分以下と

資料 29

資料 30

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
堀
口
講
師
）
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いうところである為、日本でもし、この金額の給与をもらったとすると、どの位かということは想
像できるのではないでしょうか。その為、やはり実習生の方は日本に来たいということです。実習
生が送り出し機関に応募をしたときにはお金を積みます。個人としてお金を積んで日本に入国す
るということです。つまり、借金を抱えて来ているわけです。借金を一族、お父さん、お母さんだ
けではなく親戚からもお借りしているという方もいらっしゃる為、実習の途中でどこかにいなく
なってしまうという方は、もう帰国しないというような状態になるということでございます。も
らった給与を毎月国に仕送りするというという実習生もたくさんいます。（資料30）

2年目に至ると、今ご説明し
た費用が資料31のようになり
ます。（資料31）

3年目に至ると資料32のよう
な費用になります。結果とし
て、一人分の1か月当たりの費
用を平均すると23万円位にな
るということです。私どもの
業界では、普通は、清掃業務
はパートの方で、ある一定時
間多くても5時間位の勤務時
間をベースにして仕事を組み
立てています。しかし、実習
生は常勤雇用である為、この
費用ではちょっと難しいとい
うのが現実感として挙がってきています。（資料32）

資料 32

資料 31
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技能実習生　年間会社負担経費　比較
日本人の従業員の方と実習
生の費用の比較をしてみたも
のが資料33と資料34です。資
料では日本人従業員の月給を
19万円にしており実習生の月
給より高い為、当然実習生の
ほうが割安ということになり
ます。しかし、なかなか割安
とも言い切れない、要するに、
常勤雇用をベースにする業態
ではないということです。制
度は制度として運用できるの
ですが、それが常でないとい
うところで、実は、今、会員企
業を中心になかなか手が挙が
らないという実態です。

（資料33, 34）

技能実習生のメリット
技能実習生のメリットは資

料35に記載しておりますよう
に、賞与、昇給が発生しないと
いうことがあります。また、日
本人の場合、東京等では、特に
ホテルで人が集まらないとい
うことがあります。それどころ
か、相当な金額を出しても私ど
もの業界には来ていただけま
せん。これから東京オリンピッ
クを迎えてホテルがもっと
建って、ホテルがもっと稼働し
たときに本当のホテルの清掃が人手的にできるのかというのが、私どもの業界の本音です。その時
に、実習生の方がもし使えるならば非常に戦力になるということを、私どものほうで今話しをしてい
るところです。（資料35）

資料 33

資料 34

資料 35

月
例
セ
ミ
ナ
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技能実習生の課題
資料35に記載したようなメ

リットもありますが、逆に課題
として資料36に記載しており
ます。私どもは全国に協会が
あります。先ほど東京の費用の
例で20万円を超えてしまうと
ご説明しましたが、地方では10
数万円で何とかシフトできない
かというところがあり、日勤者
として雇用をすることが非常
に難しいということです。
もう一つはシフトの問題で
す。常勤ですと1日7～8時間のシフトになりますが、やはり5～6時間で済めばねというところがあ
ります。そのようなことができるのかどうか、今これも検討をしています。また、先ほどご説明し
たベッドメイクの話も課題となっています。
そして、本日は機会を得て外国人実習制度のお話をする機会がありましたが、このお話は、実は
会員の個々の企業によって違うお話になる為、全体でする話としては突っ込んだお話をすること
がなかなかできないのです。全体では表面上の話ばかりになってしまう為、企業に伺って、先ほど
ご説明したエリアや監理組合をどこか選んで、本当に膝を詰めてお話をすることが必要であると
考えられます。ベッドメイクも、班を作って実施するというようなことをされている企業もいらっ
しゃいます。私どもとしては、実際に外国人実習制度を活用して、これならいけるという事例を作っ
ていきたいというふうに考えております。
本当は、この制度がスタートして、もう実習生が入ってきているという状況を想定して今日の講
演会を迎えたいと考えており、琵琶湖の施設での様子を映してきてお見せできれば良いと考えて
おりました。今回は、それが叶いません為、中途半端になってしまい誠に申し訳ございません。
私のほうのお話は一旦これで終わらせていただきます。十分な説明ができたかどうか分かりか
ねますが、ご清聴ありがとうございました。（資料36）

資料 36

※当日配布資料のカラー版は、当会のホームページよりダウンロードが可能です。
■（一財）医療関連サービス振興会ホームページ（https://ikss.net/about_ikss/seminar.html）


